
委員会提出議案第１号 

 

 

さぬき市議会委員会条例の一部改正について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条の２第５項により準用する同

法第１０９条第７項及び会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 

 

 

平成２４年１２月２１日 

 

                 提出者 議会運営委員長 松 岡 善 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さぬき市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市議会委員会条例（平成１４年さぬき市条例第１９８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の見出し中「常任委員会」を「常任委員の所属、常任委員会」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

議員は、少なくとも１の常任委員となるものとする。 

第６条の見出し中「設置」を「設置等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在

任する。 

第８条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。 

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則

第１条ただし書の政令で定める日から施行する。 

 

 



委員会提出議案第２号 

 

 

さぬき市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について 

 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条の２第５項により準用する同

法第１０９条第７項及び会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 

 

平成２４年１２月２１日 

 

                 提出者 議会運営委員長 松 岡 善 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さぬき市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 さぬき市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１５年さぬき市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例 

第１条中「及び第１５項」を「から第１６項まで」に、「同条第１４項に規定す

る政務調査費（以下「政務調査費」という。）の交付」を「さぬき市議会の議員の

調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付す

ること」に改める。 

第２条の見出し中「政務調査費の」を削り、同条中「政務調査費」を「政務活動

費」に、「市議会の議員」を「さぬき市議会の議員の職にある者」に改める。 

第３条の見出し中「政務調査費の額」を「交付額」に改め、同条第１項から第３

項までの規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第４項中「前３項の

規定による政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、前項の規定により交付する場合は、この限りでない。 

第４条を削る。 

第５条の見出し中「政務調査費」を「議員でなくなった場合の政務活動費」に改

め、同条第１項中「第３条第２項」を「前条第２項」に、「政務調査費」を「政務

活動費」に改め、同条第２項を削り、同条を第４条とし、同条の次に次の１条を加

える。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、

陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映さ

せる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動（次項において「政務活

動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるもの

とする。 

第６条第１項各号列記以外の部分中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、

「報告書」の次に「（以下「収支報告書」という。）」を加え、同項第１号中「政

務調査費については、その」を削り、「受けた」の次に「政務活動費の」を加え、

同項第２号中「政務調査費による支出については、規則」を「政務活動費を充てて

支出した経費に係る別表」に改め、同条第２項中「前項の報告書」を「収支報告書」

に、「政務調査費」を「政務活動費」に、「領収書等の証拠書類」を「領収書又は

これに準ずる書類」に改め、同条第３項中「第１項の報告書」を「収支報告書」に、

「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第４項中「政務調査費」を「政務活



動費」に、「第１項の報告書」を「収支報告書」に、「同項の報告書」を「収支報

告書」に、「当該報告書」を「当該収支報告書」に改める。 

 第８条を第１０条とする。 

 第７条中「前条」を「第６条第１項」に、「報告書」を「収支報告書」に改め、

同条を第８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（透明性の確保） 

第９条 議長は、第６条第１項の規定により提出された収支報告書に基づき、必要

に応じて調査を行う等により、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の

透明性の確保に努めるものとする。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（政務活動費の返還） 

第７条 議員は、一の年度において交付を受けた政務活動費の総額から第５条の規

定に基づき当該年度に支出した経費の総額を控除して残余が生じた場合は、当該

残余の金額に相当する政務活動費を返還しなければならない。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第５条、第６条関係） 

経費の区分 経費の範囲 

１ 調査研究費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及

び調査委託に関する経費 

２ 研修費 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開

催する研修会の参加に要する経費 

３ 広報費 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要

する経費 

４ 広聴費 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要

望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 

５ 要請・陳情活動費 議員が要請・陳情活動を行うために必要な経費 

６ 会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各

種会議への議員の参加に要する経費 

７ 資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

８ 資料購入費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経

費 

９ 人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

１０ 事務所費 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経

費 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附

則第１条ただし書きの政令で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさぬき市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の

日前にこの条例による改正前のさぬき市議会政務調査費の交付に関する条例の規

定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

 

 



委員会提出議案第３号 

 

 

さぬき市議会会議規則の一部改正について 

 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条の２第５項により準用する同

法第１０９条第７項及び会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 

 

平成２４年１２月２１日 

 

                 提出者 議会運営委員長 松 岡 善 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さぬき市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 さぬき市議会会議規則（平成１４年さぬき市議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「第９節 会議録（第７８条―第８２条）」を 

「第９節 公聴人及び参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節 会議録（８５条―第８９条）   」に、 

「第８３条―第８７条」を「第９０条―第９４条」に、「第８８条―第１０４条」

を「第９５条―第１１１条」に、「第１０５条・第１０６条」を「第１１２条・第

１１３条」に、「第１０７条―第１１８条」を「第１１４条―第１２５条」に、

「第１１９条・第１２０条」を「第１２６条・第１２７条」に、「第１２１条―第

１３１条」を「第１２８条―第１３８条」に、「第１３２条―第１３９条」を「第

１３９条―第１４６条」に、「第１４０条―第１４４条」を「第１４７条―第１５

１条」に、「第１４５条―第１５３条」を「第１５２条―第１６０条」に、「第１

５４条―第１５９条」を「第１６１条―第１６６条」に、「第１６０条」を「第１

６７条」に、「第１６１条」を「第１６８条」に改める。 

第１７条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

第３７条第１項中「第１３５条」を「第１４２条」に改める。 

第１６１条を第１６８条とし、第１５５条から第１６０条までを７条ずつ繰り下 

げる。 

第１５４条第２項ただし書中「第１０６条第２項」を「第１１３条第２項」に改

め、同条を第１６１条とする。 

第１５３条を第１６０条とし、第１４７条から第１５２条までを７条ずつ繰り下

げる。 

第１４６条第１項中「えり巻」を「襟巻」に、「かさ」を「傘」に改め、同条第

２項中「及びポケットベル」を「等の通信機器」に、「切り使用しないものとする」

を「切り、又は音を発生させない措置を採らなければならない」に改め、同条を第

１５３条とする。 

第１４５条を第１５２条とし、第１２１条から第１４４条までを７条ずつ繰り下

げる。 

第１２０条中「第１章」を「前章」に改め、同条を第１２７条とする。 

第１１９条を第１２６条とし、第９９条から第１１８条までを７条ずつ繰り下げ

る。 

第９８条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」に改め、同

条を第１０５条とする。 

第９７条を第１０４条とし、第７８条から第９６条までを７条ずつ繰り下げる。 



第１章中第９節を第１０節とし、第８節の次に次の１節を加える。 

第９節 公聴人及び参考人 

（公聴会開催の手続） 

第７８条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場

所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第７９条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理

由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。 

（公述人の決定） 

第８０条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以下

「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、

議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があると

きは、一方に偏らないように公述人を選ばなくてはならない。 

（公述人の発言） 

第８１条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議

長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 

（議員と公述人の質疑） 

第８２条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第８３条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することが

できない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。 

（参考人） 

第８４条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考

人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなけ

ればならない。 

２ 参考人については、第８１条、第８２条及び前条の規定を準用する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９８条第２項の改正規定は、地

方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただし書の

政令で定める日から施行する。 

 


